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協賛：山梨県、甲府市、甲斐市

会員企業：（株）成心設備、西関東開発（株）、（株）ウィルマート、（株）R&C、（株）フジコー、（株）渡辺工業所、甲府市管工事協同組合

※人権移動教室の授業を受けた子供たちの感想文が、裏面にてご覧いただけます。

甲府市の「子ども未来応援条例」について（その2）
先月の山梨ブランチだよりで取り上げた、甲府市の「子ども未来応援
条例」についての続きを解説します。

例えば、条例の第２２条では、

また、第２３条では、権利擁護委員の職務として、

としています。

としています。この権利擁護委員の人選及び運用のあり方は、きわめて重要だと思います。

子どもの権利の侵害について、速やかに救済することを目的に、市長の附
属機関として甲府市子どもの権利擁護委員（３名以内）を設置する。

⑴ 子どもの権利の侵害に関する相談に応じ、必要な助言や支援を行うこと。
⑵ 子どもの権利の侵害に関する救済の申立てを受け、又は必要があるときは、自らの判断で、子どもの権利の救済及び回復に
　 向けて調査、調整、勧告、是正要請及び意見表明を行うこと。
⑶ 前号の勧告、是正要請又は意見表明（以下「勧告等」という。）を受けて採られた措置の報告を求め、その状況を確認する
　 こと。

例えば、山梨県中央児童相談所には、山梨県弁護士会の協力を得て、人権侵害の救済業務に経験を積んだ弁護士３名を特別
職非常勤として配置しています。ただし、県の児童相談所は県下全域からの膨大な虐待事案への対応に追われており、児童
の緊急保護（保護者からの隔離等）を要するような事案以外には、必ずしも十分な対応ができていません。

甲府市には、県下市町村の先駆けとして、高い専門性と優れた良識を備えた権利擁護委員を確保し相談窓口に常時配置する
など、子どものいじめや虐待などの人権侵害の相談に迅速かつ的確に対処できる体制づくりを求めていきたいと思います。

この「子ども未来応援条例」は、子どもが今を幸せに過ごし、夢や希望の実現に向け挑戦できるよう、市全体で子どもの権
利を尊重し、互いに連携・協働しながら、子どもの成長を応援することで、こどもが輝くまちの実現を目指すことが目的と
あります。新型コロナウィルス感染症の影響で、新しい生活様式となり学校や教育現場の在り方も変わっていく中、子ども
たちが安心して笑顔で過ごせる、未来に向けて夢を持って頑張れる環境を私たちは作っていかなければなりません。

体制づくりはもちろん、この条例を県民みんなに知ってもらい、大人も子どもも一緒に考え行動することが求められます。
私どもも行政と連携し協働しながら、これからも子どもの人権を守るために頑張ってまいります。

活動報告
人権啓発パネル展

今後の予定
人権啓発パネル展 9月10日（木）～9月23日（水）、

甲府市東公民館・甲府市西公民館・甲府市北東公民館

人権啓発映画会

人権啓発講演会

パネル展・映画会・講演会は、消毒、マスク着用、ソーシャルディスタンス
など、新型コロナウィルスの完成防止を徹底しての開催です。

8月 12日（水）～8月17日（月）、甲府市総合市民会
館において、「命のメッセージ展」と題して人権啓発パ
ネル展を開催しました。

7月18日（土）甲府市立図書館にて、8月15日（土）甲府
市総合市民会館にて、人権啓発映画会を開催しました。

8月 5日（水）、甲府市上下水道局と甲府市環境部におい
て、人権啓発講演会を開催しました。
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甲府市立甲運小学校（男子） 甲府市立甲運小学校（女子）


